
申し込み　 問合わせ

7月の各種無料相談
相談名・問い合わせ 日　時 会　場 相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜午後１時～４時（予約
は電話で。前週の木曜午後
２時～月曜午後５時までか
先着９人まで ）

市役所市民相談室

※相談は年度内に
　１人１回

登記相談
☎027-898-6100

７月14日㈮
午後１時～４時

市役所
市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

７月10日㈪
午後１時～４時

人権相談
☎027-898-6100

７月21日㈮
午後１時～午後４時

行政書士相談
☎027-898-6100

８月７日㈪
午後１時～４時

行政相談
☎027-898-6100

７月11日㈫
午後１時～３時

かすかわ老人福祉
センター

月いち健康相談
☎027-220-5708

７月27日㈭
午前９時～11時

前橋保健
センター

７月13日㈭
午後１時～３時 大胡支所 精神科医によるこころの相談

☎027-220-5787
７月12日㈬・26日㈬ 午後
１時30分～３時（各予約制） 市保健所

７月14日㈮
午後１時～３時

上川淵市民サービス
センター

ひきこもりの若者の相談
☎027-220-5787

7月18日㈫
午後１時30分～３時（予約制） 市保健所

７月18日㈫
午後１時～３時 宮城支所 就労相談

☎027-231-3211
火曜～土曜、
午前10時～午後４時 前橋テルサ

７月19日㈬
午後１時～４時 市役所市民相談室 心配ごと相談

☎027-237-5006
月曜～金曜、
午後１時～４時 総合福祉会館

７月28日㈮
午後１時～３時

南橘市民サービス
センター 外国人相談

（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜・午後１時～５時、
木曜・午前９時～午後１時

市役所外国人
相談窓口

８月２日㈬
午後１時～３時 富士見公民館

８月４日㈮
午後１時～３時

東市民サービス
センター

●
市
民
の
茶
席

日
時
＝
７
月
15
日
㈯
午
前
10
時
～
午

後
3
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
3
階

ホ
ワ
イ
エ

前
橋
茶
道
会
・
小
林
宗
霞
さ
ん

☎
０
２
７
‐
２
６
１
‐
０
３
８
８

●
総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

日
時
＝
７
月
18
日
㈫
午
後
３
時

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

当
日
午
後
２
時
45
分
～
55
分
に
会 

場
へ
直
接

教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

●
自
衛
官
募
集
説
明
会

日
時
＝
７
月
28
日
㈮
・
８
月
17
日
㈭
、 

午
前
10
時
～
午
後
３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
５
０

１
学
習
室

自
衛
隊
前
橋
募
集
案
内
所

☎
０
２
７
‐
２
３
３
‐
８
９
６
０

夏
に
多
い
感
染
症
に
気
を
付
け
て

　

夏
は
、
細
菌
に
よ
る
食
中
毒
や
ウ

イ
ル
ス
が
原
因
の
感
染
症
が
増
加
し

ま
す
。
ま
た
、
暑
さ
に
よ
る
体
力
の

消
耗
や
、
過
度
な
冷
房
に
よ
る
温
度

差
で
体
調
を
崩
し
や
す
い
時
季
。
次

の
こ
と
に
注
意
し
て
、
少
し
で
も
体

調
不
良
を
感
じ
た
ら
、
早
め
に
医
療

機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

❶
帰
宅
後
や
食
事
前
は
必
ず
手
洗

い
・
う
が
い
を
す
る
❷
風
邪
が
流
行

し
て
い
る
と
き
に
は
マ
ス
ク
を
着
用

❸
冷
蔵
が
必
要
な
食
材
は
冷
蔵
庫
で

保
管
し
、
食
べ
る
際
は
十
分
に
加
熱

し
て
早
め
に
食
べ
る
❹
バ
ラ
ン
ス
の

よ
い
食
事
と
水
分
補
給
、
十
分
な
睡

眠
を
心
掛
け
る
❺
海
外
へ
行
く
際
は

現
地
で
の
感
染
症
に
注
意
す
る
。

保
健
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
９

自
死
遺
族
の
相
談
に
乗
り
ま
す

　

家
族
な
ど
を
自
死
で
亡
く
し
た
人 

を
対
象
に
、自
死
遺
族
相
談
を
開
催
。 

相
談
は
事
前
予
約
制
で
す
。

日
時
＝
毎
月
第
１
火
曜
、
午
後
１
時

30
分

会
場
＝
県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

（
野
中
町
）

同
館
☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
１
１

５
６
へ

そ
の
他
の
情
報

会
場
＝
粕
川
公
民
館

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
で
未
受

診
の
女
性
〈
❶
子
宮
頸
が
ん
〉
20
歳

以
上
〈
❷
乳
が
ん
（
甲
状
腺
）〉
40

歳
以
上
、
先
着
各
70
人

❶
は
当
日
会
場
へ
直
接
❷
は
７
月 

18
日
㈫
～
検
診
前
日
に
健
康
増
進
課 

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

●
胃
が
ん

日
時
＝
８
月
24
日
㈭
・
25
日
㈮
、
午

前
９
時
～
10
時
30
分

会
場
＝
大
胡
公
民
館

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
（
40
歳

以
上
）
で
未
受
診
者
、
先
着
各
60
人

７
月
11
日
㈫
～
検
診
前
日
に
健
康 

増
進
課
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７

８
４
へ

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://w

w
w

.raijin.
com

/kenko/

で
す
。
ま
た
、
今
月
の 

直
接
相
談
タ
イ
ム
は
休
止
し
ま
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
膠こ

う

原
病
に

つ
い
て
〈
火
曜
〉
不
整
脈
の
い
ろ
い

ろ〈
水
曜
〉こ
ど
も
の
ア
ト
ピ
ー〈
木

曜
〉
冷
房
と
婦
人
科
疾
患
〈
金
曜
〉

乳
幼
児
の
ス
キ
ン
ケ
ア
と
か
ゆ
み
対

策
〈
土
日
曜
〉
指
し
ゃ
ぶ
り
っ
て
体

に
悪
い
の
？

食
生
活
改
善
推
進
員
の
養
成
講
座

　

食
生
活
改
善
推
進
員
養
成
講
座「
健

康
大
学
」
を
開
講
。
調
理
実
習
や
講

義
を
と
お
し
て
健
康
づ
く
り
を
学
び
、

地
域
で
正
し
い
食
生
活
の
知
識
を
伝

え
る
活
動
を
し
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
９
月
７
日
㈭
～
来
年
２
月
１

日
㈭
の
10
回
、
午
前
９
時
30
分
～
午

後
１
時
30
分

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
在
住
の
64
歳
以
下
で
、

修
了
後
に
食
生
活
改
善
推
進
員
と
し

て
活
動
で
き
る
人
、
30
人
（
選
考
）

費
用
＝
４
，
５
０
０
円

７
月
31
日
㈪
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
３
へ

保
健
師
の
指
導
で
禁
煙
に
挑
戦

　

禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
塾
を
開
催
し
ま

す
。
呼
気
一
酸
化
炭
素
と
尿
中
ニ
コ

チ
ン
代
謝
物
の
濃
度
測
定
や
、
保
健

師
と
の
面
接

を
行
い
、
初

回
面
接
か
ら

３
カ
月
間
支

援
し
ま
す
。

日
時
＝
８
月

９
日
㈬
・
10

日
㈭
、
午
前

９
時
～
午
後

４
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

８
月
２
日
㈬
ま
で
に
健
康
増
進
課 

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

食
育
推
進
に
あ
な
た
の
声
を

　

食
育
に
つ
い
て
考
え
る
食
育
推
進

会
議
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

任
期
＝
９
月
１
日
㈮
～
平
成
31
年
８

月
31
日
㈯

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
人
、
３

人
（
選
考
）。
❶
市
内
在
住
で
20
歳

以
上
❷
他
に
本
市
の
審
議
会
な
ど
の

委
員
を
し
て
い
な
い
❸
年
３
回
程
度

平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
る

７
月
21
日
㈮
ま
で
に
郵
送
で
。
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番

号
・
食
育
に
つ
い
て
の
考
え
を
４
０

０
字
程
度
に
ま
と
め
、
〒
３
７
１
‐

０
０
１
４
朝
日
町
三
丁
目
36
‐
17
・

前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
健
康
増
進
課 

（
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
３
）へ 

が
ん
の
集
団
検
診
を
行
い
ま
す

　

が
ん
の
集
団
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

受
診
シ
ー
ル
を
用
意
し
て
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

●
子
宮
頸け

い

が
ん
・
乳
が
ん
（
甲
状
腺
）

日
時
＝
８
月
17
日
㈭
・
18
日
㈮
、
午

後
１
時
～
２
時

人
権
標
語
駒
形
小
6
年

笠
原 

百
加
さ
ん

言
わ
な
い
で
　
ち
く
り
と
い
た
む
　
そ
の
言
葉

　爪白
はくせん

癬（爪の水虫）は、白癬菌（カビ）が爪に入りこ
むことで引き起こされます。長い間、足の水虫を放置し、
治療が不十分であると菌が足から爪に入り、爪の先端や
脇の部分が白色、黄色に変化し爪が厚くなってきます。
爪を削るともろく、ボロボロと細かい爪の破片が取れま
す。痛みやかゆみはありませんが、放置すると爪が変形
し靴や靴下に当たり、皮膚に食い込むと痛みが出ます。 
爪白癬の診断は、爪先端の厚くなった部分をメスで削り、 
顕微鏡で白癬菌を検出します。爪は硬いため、塗り薬だ

けでは爪の中の菌まで薬の効果が行き渡らないこともあ
り、飲み薬がよく使われます。テルビナフィン、イトラ
コナゾールなど殺菌作用を持つ薬剤を３～６カ月間服用
します。最近では、爪白癬に効能・効果のある外用薬が 
登場。かなり有効であると報告されています。爪白癬は、 
家族や他人にも感染します。スリッパやサンダルの共有
を避け、足拭きマットは別にしましょう。爪白癬の疑い
がある場合は、専門医の受診をお薦めします。

前橋市医師会　太田　美つ子

健康手帳　爪白癬（爪の水虫）

健
　
康

※市民相談（☎027-898-6100）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701)は平日の午前８時30分～午後５時15
分。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の午前９時～午後７時、土曜は午前９時～午後５時。DV相談（☎027-898-6524）、女性・セ
クハラ相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）は平日の午前９時～午後５時。自殺予防「群馬いのちの電話 」（☎
027-221-0783）は午前９時～午前０時。
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